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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

第３四半期
連結累計期間

第100期
第３四半期
連結累計期間

第99期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年12月31日

自 2022年４月１日
至 2022年12月31日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 （百万円） 356,652 381,072 501,509

経常利益 （百万円） 19,926 9,024 28,111

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（百万円） 13,484 8,370 18,560

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 11,565 5,288 14,559

純資産額 （百万円） 316,048 319,503 319,042

総資産額 （百万円） 711,294 795,964 761,199

１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） 43.95 27.16 60.43

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

（円） － － －

自己資本比率 （％） 44.1 39.3 41.6

回次
第99期

第３四半期
連結会計期間

第100期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2021年10月１日
至 2021年12月31日

自 2022年10月１日
至 2022年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 19.35 16.77

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

(海外投資開発)

第２四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であるPT Tatamulia Nusantara Indahの株式を追

加取得したことに伴い、同社及び同社の子会社７社を連結子会社としました。

なお、第１四半期連結会計期間において報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、第４「経理の

状況」１「四半期連結財務諸表」（セグメント情報等）Ⅱ当第３四半期連結累計期間の「３ 報告セグメント

の変更等に関する事項」に記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、又は前

事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間における国内景気は、新型コロナウイルス感染症に対する行動制限が緩和され、個

人消費を中心に社会経済活動の正常化が進んでおりますが、世界的な金融引き締め政策による円安の進行、及び

ウクライナ情勢の長期化に伴う物価上昇などにより、先行きについては依然として予断を許さない状況となって

おります。

建設業界においては、民間工事を中心に受注高が前年同四半期比で増加しましたが、資材価格の高騰などによ

り厳しい環境が続いております。

当社グループにおいては、2022年５月に「中期経営計画2024ローリングプラン」を公表し、建築、土木及び戦

略の各基幹事業における顧客への提供価値の進化を進めるとともに、重点管理事業として、新ＴＯＤＡビル、海

外事業及び浮体式洋上風力発電事業等の再エネ事業を掲げ、これらの事業へ成長投資を行い事業ポートフォリオ

の強化をしております。当第３四半期連結累計期間においても中長期的成長を目指すため、トップマネジメント

の積極的関与のもと継続して成長投資を推進しました。なお、成長投資を推進する一方でＲＯＥ（自己資本利益

率）８％を中長期的に確保するため、ＩＲＲ（内部収益率）及び資本コスト等の指標を使用し投資後の収益性を

管理する等、投資プロセスの強化にも取り組んでおります。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は以下のとおりとなりました。

連結売上高については、前年同四半期に比べて土木事業の売上高は減少しましたが、建築事業、国内グループ

会社事業及び海外投資開発事業の売上高が増加したことなどにより、3,810億円と前年同四半期比6.8％増加とな

りました。

営業損益については、前年同四半期に比べて海外投資開発事業の売上総利益は増加しましたが、建築事業にお

いて市場環境の変化による鉄骨などの資材価格上昇に伴い複数件の工事にて工事損失引当金を計上したことなど

により、売上総利益は347億円と前年同四半期比20.2％減少となりました。また、販売費及び一般管理費が302億

円と前年同四半期比12.0%増加したことにより、営業利益は45億円と前年同四半期比72.6％減少となりました。

経常利益については、保有する投資有価証券の受取配当金及び為替差益などにより営業外収益が前年同四半期

に比べて増加しましたが、全体としては90億円と前年同四半期比54.7％減少となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益については、83億円と前年同四半期比37.9％減少となりました。

セグメント別における業績は以下のとおりであり、セグメントの業績については、セグメント間の内部売上高

又は振替高を含めて記載しております。

なお、当社グループは第１四半期連結会計期間より報告セグメントの変更を行っており、前年同四半期との比

較・分析は、変更後のセグメント区分に基づいております。詳細は、第４「経理の状況」１「四半期連結財務諸

表」（セグメント情報等）Ⅱ当第３四半期連結累計期間の「３ 報告セグメントの変更等に関する事項」をご参

照ください。
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(建築)

売上高は2,363億円（前年同四半期比7.2％増）となり、セグメント損失（営業損失）は35億円（前年同四半期

は69億円のセグメント利益）となりました。

当社個別の受注高については、国内民間工事が前年同四半期比2.7％増加しましたが、国内官公庁工事が前年同

四半期比44.1％減少したことにより、全体では1,692億円と、前年同四半期比9.4％減となりました。

(土木)

売上高は1,002億円（前年同四半期比6.2％減）となり、セグメント利益（営業利益）は68億円（前年同四半期

比1.4％減）となりました。

当社個別の受注高については、国内官公庁工事が前年同四半期比12.8％、国内民間工事が前年同四半期比9.5％

減少したことにより、全体では826億円と、前年同四半期比12.6％減となりました。

(国内投資開発)

売上高は140億円（前年同四半期比18.9％減）となり、セグメント利益（営業利益）は８億円（前年同四半期比

74.7％減）となりました。

(国内グループ会社)

売上高は334億円（前年同四半期比35.4％増）となり、セグメント利益（営業利益）は６億円（前年同四半期比

187.0％増）となりました。

(海外投資開発)

売上高は154億円（前年同四半期比814.6％増）となり、セグメント利益（営業利益）は11億円（前年同四半期

比118.2％増）となりました。

(環境・エネルギー)

売上高は10億円（前年同四半期比151.9％増）となり、セグメント損失（営業損失）は１億円（前年同四半期は

６億円のセグメント損失）となりました。

資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。

(資産の部)

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、現金預金が372億円、投資有価証券が124億円減少しましたが、受

取手形・完成工事未収入金等が545億円、建設仮勘定が141億円、未成工事支出金が105億円増加したことなどによ

り、前連結会計年度末と比較して347億円増加の7,959億円（4.6％増）となりました。

(負債の部)

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、未払法人税等が59億円、社債が50億円減少しましたが、長期借入

金が336億円、未成工事受入金が74億円、短期借入金が59億円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較

して343億円増加の4,764億円（7.8％増）となりました。

(純資産の部)

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、保有株式の売却及び時価の下落に伴いその他有価証券評価差額

金が53億円減少しましたが、PT Tatamulia Nusantara Indahを連結子会社にしたことなどにより非支配株主持分

が44億円、円安に伴い為替換算調整勘定が25億円増加したことなどにより、前連結会計年度末と比較して４億円

増加の3,195億円（0.1％増）となり、自己資本比率は39.3％となりました。
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(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営

成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、

重要な変更はありません。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

(5) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当第３四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方

針は、以下のとおりであります。

① 基本方針の内容

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特

定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規

模買付提案に応じるかどうかは株主の決定に委ねられるべきだと考えております。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえば利害関係者との良好な関係を保ち続けることができない

可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グル

ープの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主が最終的な決定を行うために必要な情報が

十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主から負託された者の責務として、株主のために、必要な時

間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。

② 基本方針の実現に資する取組み

ア 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別

な取組み

　当社では、1967年に経営方針を制定し、これに基づいた企業活動を行うことでお客様をはじめとするステ

ークホルダーとの信頼関係の構築に努めてまいりました。

　一方で、社会情勢や社会的要請、当社グループの事業構成等については、約50年前の制定当時と大きく状

況が変化しています。こうした背景から、当社の歴史の中で培われてきた価値観や精神を再確認するととも

に、未来に向けた指針を改めて明文化していくことが必要となり、2017年１月、持続的成長の実現及び企業

理念に基づく経営体制の強化を目的に経営方針を含む「企業理念」全体を見直し、改定を行っております。

　その改定においては、従来の経営方針の内容をベースにＣＳＲ（企業の社会的責任）やＣＳＶ（共通価値

の創造）等の観点を踏まえ、その適用範囲については当社単体から当社グループ全体へと拡大したものとな

っております。併せて行動理念である「企業行動憲章」の改定とともに、2015年制定の「グローバルビジョ

ン」を含めた理念体系の整備を行いました。

　経営環境の変化が予想される中、当社グループ全体で目的意識を共有し諸課題に取り組んでいくことを持

続的成長の実現に向けた強い原動力としていきます。今後ともこの企業理念に基づく活動を推進し、当社グ

ループの存在価値を高め、社会の発展に貢献してまいります。
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イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

当社は、2020年６月25日開催の当社第97回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する

対応策（以下、「本対応策」という。）を継続することに関して決議を行い、株主の皆様のご承認をいただ

いております。

本対応策の概要は次のとおりであります。

(ア) 本対応策に係る手続き

a 対象となる大規模買付等

本対応策は以下の(a)又は(b)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（以下「大規模

買付等」という。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者

（以下「買付者等」という。）は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとし

ます。

(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係

者の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

b 「意向表明書」の当社への事前提出

買付者等は、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に

際して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」とい

う。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

c 情報の提供

意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模買付等に

対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報を日本語で提供していただきます。

d 取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の

(a)又は(b)の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代

替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」という。）として設定します。

(a) 対価を現金（円価）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には

60日間

(b) その他の大規模買付等の場合には90日間

ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると

取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延

長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主へ開示します。ま

た、延長の期間は最大30日間とします。

e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及

び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとしま

す。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第

三者の助言を得ることができるものとします。

(a) 買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合

　独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取

締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。

(b) 買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合

買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役

会に対して対抗措置の不発動を勧告します。ただし、手続きが遵守されている場合でも、当該買付等

が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであると判断される場合には、例外的措置と

して対抗措置の発動を勧告する場合があります。
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f 取締役会の決議

　当社取締役会は、eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を

行うものとします。

g 対抗措置の中止又は発動の停止

　当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等

が大規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動

が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持

することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動

の停止を行うものとします。

h 大規模買付等の開始

　買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は

不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。

(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当て

を行うこととします。

(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更

　本対応策の有効期間は、2020年６月25日開催の第97回定時株主総会終結の時から３年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、係る有効期間の満了前

であっても、当社の株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策は当

該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の取締役会により本対応策の廃

止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承

認を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合があります。

③ 上記②の取組みが、上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものでなく、当社の役員の地位の維持

を目的とするものではないこと及びその理由

　当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株

主共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断してお

ります。また、次の理由から上記②イの取組みについても上記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損な

うものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

ア 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　本対応策は、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しており、かつ、企業価値研究

会が2008年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえておりま

す。

イ 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締

役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を

可能とするものであります。
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ウ 株主意思を重視するものであること

　当社は、本対応策の継続に関する株主の意思を確認するため、2020年６月25日に開催された第97回定時

株主総会において本対応策の継続に関する議案を付議し、その承認可決を受けております。また、本対応

策の有効期間は2023年６月開催予定の当社第100回定時株主総会終結時までであり、また、その有効期間の

満了前に開催される当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策

も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。

エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する

決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社

外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任

される委員３名以上により構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主に情報開示を行うこととし、本対応策

の透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

オ 合理的な客観的発動要件の設定

　本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動され

ないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しておりま

す。

カ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会

により、いつでも廃止することができるものとされております。

　また、当社は期差任期制を採用しておりません。

(6) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は18億円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動に重要な変更はありません。

(7) 従業員数

当第３四半期連結累計期間末における当社グループの従業員数は、前連結会計年度末から808名増加し、6,559

名となっております。

これは、主に「海外投資開発」セグメントにおいて、第２四半期連結会計期間に持分法適用関連会社であるPT

Tatamulia Nusantara Indahの株式を追加取得し、連結子会社にしたことによるものであります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 759,000,000

計 759,000,000

② 【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2022年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2023年２月13日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 322,656,796 322,656,796
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数
100株

計 322,656,796 322,656,796 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2022年12月31日 ― 322,656,796 ― 23,001 ― 25,573

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できないことから、直前の基準日である2022年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

2022年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 11,805,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 310,661,500 3,106,615 －

単元未満株式 普通株式 189,496 － －

発行済株式総数 322,656,796 － －

総株主の議決権 － 3,106,615 －

(注) １ 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式73株、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式10株及

び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式17株が含まれております。

２ 「完全議決権株式（その他）」には、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する株式2,435,800株（議決権24,358個）

及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する株式184,700株（議決権1,847個）が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

（自己保有株式）

戸田建設株式会社
東京都中央区京橋
１－７－１

11,805,800 － 11,805,800 3.66

計 － 11,805,800 － 11,805,800 3.66

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022年

12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、青南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金預金 120,538 83,326

受取手形・完成工事未収入金等 208,892 ※3 263,457

有価証券 10,300 600

販売用不動産 8,301 8,641

未成工事支出金 9,680 20,204

その他の棚卸資産 5,124 2,983

その他 24,887 36,831

貸倒引当金 △1,188 △3,171

流動資産合計 386,536 412,873

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 47,912 50,674

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 11,019 12,349

土地 87,652 89,866

リース資産（純額） 59 138

建設仮勘定 15,294 29,411

有形固定資産合計 161,938 182,441

無形固定資産

のれん 701 1,611

その他 11,255 10,666

無形固定資産合計 11,956 12,278

投資その他の資産

投資有価証券 192,650 180,230

長期貸付金 817 796

退職給付に係る資産 2,129 1,628

繰延税金資産 677 737

その他 4,585 5,062

貸倒引当金 △91 △83

投資その他の資産合計 200,768 188,371

固定資産合計 374,663 383,090

資産合計 761,199 795,964
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 97,728 ※3 97,839

短期借入金 59,969 65,913

コマーシャル・ペーパー 20,000 20,000

1年内償還予定の社債 15,190 5,170

未払法人税等 6,175 193

未成工事受入金 28,369 35,838

賞与引当金 6,071 2,046

完成工事補償引当金 3,819 3,273

工事損失引当金 2,666 8,199

預り金 38,465 37,528

その他 20,660 18,904

流動負債合計 299,116 294,907

固定負債

社債 45,245 50,205

長期借入金 38,991 72,654

繰延税金負債 22,690 20,627

再評価に係る繰延税金負債 6,124 6,110

役員退職慰労引当金 239 92

役員株式給付引当金 240 420

関係会社整理損失引当金 1,193 1,037

退職給付に係る負債 21,849 23,254

資産除去債務 2,207 2,228

その他 4,258 4,921

固定負債合計 143,041 181,552

負債合計 442,157 476,460

純資産の部

株主資本

資本金 23,001 23,001

資本剰余金 26,457 26,625

利益剰余金 199,155 198,279

自己株式 △8,462 △8,626

株主資本合計 240,152 239,280

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 73,435 68,123

繰延ヘッジ損益 385 △4

土地再評価差額金 3,073 3,180

為替換算調整勘定 △391 2,121

退職給付に係る調整累計額 △81 △112

その他の包括利益累計額合計 76,421 73,307

非支配株主持分 2,467 6,915

純資産合計 319,042 319,503

負債純資産合計 761,199 795,964
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

売上高

完成工事高 333,874 360,223

投資開発事業等売上高 22,778 20,848

売上高合計 356,652 381,072

売上原価

完成工事原価 295,981 329,342

投資開発事業等売上原価 17,078 16,956

売上原価合計 313,060 346,299

売上総利益

完成工事総利益 37,893 30,880

投資開発事業等総利益 5,699 3,892

売上総利益合計 43,592 34,772

販売費及び一般管理費 26,972 30,214

営業利益 16,620 4,558

営業外収益

受取利息 161 211

受取配当金 3,317 3,880

持分法による投資利益 69 152

為替差益 122 1,198

その他 473 403

営業外収益合計 4,144 5,846

営業外費用

支払利息 610 722

支払手数料 135 552

その他 92 105

営業外費用合計 838 1,380

経常利益 19,926 9,024

特別利益

段階取得に係る差益 － 1,908

投資有価証券売却益 1,665 3,963

その他 495 369

特別利益合計 2,161 6,241

特別損失

固定資産廃棄損 943 223

減損損失 － 2,784

投資有価証券評価損 0 458

関係会社整理損失引当金繰入額 1,331 －

その他 129 209

特別損失合計 2,405 3,676

税金等調整前四半期純利益 19,682 11,589

法人税等 6,281 3,212

四半期純利益 13,400 8,376

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△84 6

親会社株主に帰属する四半期純利益 13,484 8,370
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年12月31日)

四半期純利益 13,400 8,376

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,026 △5,310

繰延ヘッジ損益 62 △390

為替換算調整勘定 830 3,166

退職給付に係る調整額 49 61

持分法適用会社に対する持分相当額 249 △614

その他の包括利益合計 △1,834 △3,087

四半期包括利益 11,565 5,288

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 11,697 5,149

非支配株主に係る四半期包括利益 △131 138
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)

連結の範囲の重要な変更

第２四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であるPT Tatamulia

Nusantara Indahの株式を追加取得し子会社としたため、同社及び同社の子会社７社

を連結の範囲に含めております。

(会計方針の変更等)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27

－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって

適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日　至 2022年12月31日)

税金費用の計算

税金費用の算定については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しております。

(追加情報)

(取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度)

１ 取引の概要

当社は、2016年５月13日開催の取締役会及び同年６月29日開催の第93回定時株主総会において、当社取締役

及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下あわせて「取締役等」という。）を対象に、中長期

的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的として、業績連動型株式付与制度で

ある「役員報酬ＢＩＰ信託」（以下「ＢＩＰ信託」という。）及び「株式付与ＥＳＯＰ信託」（以下「ＥＳＯ

Ｐ信託」といい、ＢＩＰ信託とあわせて「本制度」という。）の導入を決議しております。

本制度は取締役等に対するインセンティブプランであり、本制度により取得した当社株式を業績目標の達成

度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。

なお、2022年６月29日開催の第99回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）において本制度について、

株式報酬の割合の拡大などの改定が決議されました。改定後、社外取締役は非業績連動に対する株式報酬の対

象になっております。

また、上記決議を受けて、2022年８月10日開催の取締役会において、以下のとおり信託金を追加拠出し、当

社株式を取得しております。

＜信託金追加拠出及び当社株式取得の概要＞

本株主総会で承認を受けた信託金の上限（３事業年度を対象として、合計1,400百万円（うち社外取締役分に

ついては15百万円））及び取得株式数の上限（１年当たりの総数の上限を800,000株（うち社外取締役は8,600

株）とし、３年間では上限2,400,000株（うち社外取締役分は25,800株））の範囲内で金銭の追加拠出及び株式

の追加取得を行いました。
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(1) 信託変更契約日 2022年８月29日

(2) 信託の期間 2022年８月29日～2025年９月30日

(3) 追加信託総額 1,292,401,800円（信託報酬・信託費用を含む）

　 （内訳：ＢＩＰ信託 1,270,473,600円、ＥＳＯＰ信託 21,928,200円）

(4) 株式の取得時期 2022年９月１日

(5) 追加取得株式数 1,897,800株

　 （内訳：ＢＩＰ信託 1,865,600株、ＥＳＯＰ信託 32,200株）

(6) 株式の取得方法 自己株式の第三者割当により取得

２ 信託に残存する当社株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己

株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末におけるＢＩＰ信託

が297百万円及び584,633株、ＥＳＯＰ信託が76百万円及び152,517株であり、今回の追加取得に伴い、当第３四

半期連結会計期間末におけるＢＩＰ信託が1,559百万円及び2,435,810株、ＥＳＯＰ信託が98百万円及び184,717

株であります。

(株式追加取得による子会社化)

当社は、2022年９月12日に持分法適用関連会社であるPT Tatamulia Nusantara Indah（本社：インドネシア共和

国、以下「TATA社」という。）の株式を既存株主から追加取得し、連結子会社としました。

　なお、TATA社の資本金は当社の資本金の100分の10以上に相当するため、同社は当社の特定子会社に該当しま

す。

１ 企業結合の概要

　(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

　 被取得企業の名称 PT Tatamulia Nusantara Indah

　 事業の内容 総合建設業

　(2) 企業結合を行った主な理由

TATA社は、成長市場であるインドネシア共和国の建設業界において有数の企業であります。当社は、2020

年10月に同社の第三者割当増資を引き受け、同社を持分法適用関連会社としております。

当社グループでは、「中期経営計画2024ローリングプラン」における重点管理事業として海外事業展開を

掲げており、現地資本との関係強化によって、成長国でのマーケット地位の確立を目指すためであります。

　(3) 企業結合日

2022年６月30日（みなし取得日）

2022年９月12日（株式追加取得日）

　(4) 企業結合の法的形式

　 現金を対価とする株式の取得

　(5) 結合後企業の名称

　 変更ありません。

　(6) 取得する議決権比率

　 取得前の議決権比率 40.01％

　 追加取得する議決権比率 26.99％

　 取得後の議決権比率 67.00％

　(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

　 当社が現金を対価として株式を取得したためであります。
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２ 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2022年６月30日をみなし取得日としているため、2022年７月１日から2022年９月30日までの業績を含めてお

ります。また、TATA社は当社の持分法適用関連会社であったため、2022年１月１日から2022年６月30日におけ

る同社の業績のうち当社に帰属する部分は持分法による投資利益として計上しております。

なお、同社の第３四半期会計期間末日は９月30日であり、当社グループの第３四半期連結会計期間末日と３

ヶ月異なっております。

３ 被取得企業の取得原価及び対価の種類毎の内訳

追加取得直前に保有していた被取得企業株式の企業結合日における時価 5,772百万円

企業結合日に追加取得した被取得企業株式の対価 現金 3,893百万円

取得原価 9,665百万円

４ 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引毎の取得原価の合計額との差額

　 段階取得に係る差益 1,908百万円

５ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　(1) 発生したのれんの金額

　1,112百万円

(2) 発生原因

　取得原価が受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過分をのれんとし

て計上しております。

　(3) 償却方法及び償却期間

　３年間にわたる均等償却

(ブラジル連邦共和国における孫会社の設立)

当社は、2022年９月30日開催の取締役会において、ブラジル連邦共和国における孫会社の設立（以下「本件」と

いう。）について決議しました。本件については、当社グループと協力して事業を行っている現地の開発会社が、

陸上風力発電事業に取り組むための開発権（以下「開発権」という。）を保有する会社（以下「当該会社」とい

う。）を設立した後、当社の連結子会社であるTODA Investimentos do Brasil Ltda.（本社：ブラジル連邦共和

国、以下「TIB」という。）が当該会社を取得し、孫会社にする予定でありました。そのため、将来的に「企業結

合等関係」の注記に該当すると判断し、2022年11月11日に提出した四半期報告書においては「追加情報」に本件に

ついて注記しました。

しかし、事業を進めるにあたり抽出されたリスクへの対応を検討した結果、当該会社をTIBが取得するのではな

く、TIBによる新会社設立後、開発権のみを現地の開発会社より取得することとしたため、本件については「企業

結合等関係」の注記に該当しないことになりました。

なお、新会社の資本金は当社の資本金の100分の10以上になるため、同社は当社の特定子会社となります。
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(共通支配下の取引等)

　(株式交換による戸田ビルパートナーズ株式会社の完全子会社化)

当社は、2022年12月27日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社である戸

田ビルパートナーズ株式会社（本社：東京都江東区有明三丁目４番10号、代表取締役：斎藤好彦、以下「戸田Ｂ

Ｐ」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を実施することを決議し、

同日付で戸田ＢＰとの間で株式交換契約を締結しました。

本株式交換は、当社については、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより、戸田ＢＰ

については、会社法第784条第１項の規定に基づく略式株式交換の手続きにより、それぞれ株主総会の決議による

承認を受けずに、2023年２月28日を効力発生日として実施する予定です。

１ 取引の概要

　(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　 結合当事企業の名称 戸田ビルパートナーズ株式会社

　 事業の内容 ビル管理業、建築事業他

　(2) 企業結合日

　 2023年２月28日（本株式交換の効力発生予定日）

(3) 企業結合の法的形式

非支配株主との株式交換による株式取得

(4) 結合後企業の名称

変更ありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

当社グループの一体性を強化させ、当社グループ経営の機動性を更に高めるため、戸田ＢＰを完全子会社と

することにしました。

２ 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、

共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理します。

３ 子会社株式の追加取得に関する事項

　(1) 取得原価及び対価の種類毎の内訳

　 現時点では確定しておりません。

　(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付する株式数

　 ① 株式の種類別の交換比率

会社名
当社

（株式交換完全親会社）

戸田ＢＰ

（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率

（株式交換比率）
１ 673.27（注１）

（注１）小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注２）戸田ＢＰの普通株式１株に対し、上記割当比率にて当社普通株式を割当て交付します。ただし、当社

が保有する戸田ＢＰの普通株式（2023年２月13日提出日現在20,650株）については、本株式交換によ

る株式の割当ては行いません。

なお、当該交付に係る全ての株式について、当社が保有する自己株式（2022年９月30日現在

11,805,873株）を充当する予定であり、当社が新たに株式を発行することは予定しておりません。

（注３）戸田ＢＰは、本株式交換に伴い新株予約権又は新株予約権付社債を発行しておりません。
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　 ② 株式交換比率の算定方法

当社の株式価値については、当社の普通株式が東京証券取引所プライム市場に上場していることから、

市場株価法を採用して算定しました。市場株価法では、2022年11月30日を算定基準日として、当社普通株

式の東京証券取引所プライム市場における算定基準日の終値、算定基準日までの直近１ヶ月間の終値単純

平均値、算定基準日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値及び算定基準日までの直近６ヶ月間の終値単純

平均値を用いて評価を行いました。

なお、それぞれの算定結果は以下のとおりになりました。

算定基準日の終値 732円

直近１ヶ月間の終値単純平均値 708円

直近３ヶ月間の終値単純平均値 730円

直近６ヶ月間の終値単純平均値 716円

これに対して、戸田ＢＰの株式価値については、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、

その公平性・妥当性を確保するため、当社及び戸田ＢＰから独立した第三者算定機関である山田コンサル

ティンググループ株式会社に算定を依頼しました。

山田コンサルティンググループ株式会社は、戸田ＢＰの普通株式については、非上場であり、また、類

似上場会社がないことから市場株価法及び類似上場会社法は採用せず、他方、その株式価値の源泉は将来

の収益獲得能力にあることから、修正簿価純資産法ではなく、将来の事業活動の状況に基づく収益獲得能

力を評価に反映させるためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」という。）

を用いて株式価値の算定を行いました。

山田コンサルティンググループ株式会社がＤＣＦ法に基づき算定した、戸田ＢＰの１株当たりの株式価

値の算定結果は以下のとおりとなりました。

算定結果（円/株）

ＤＣＦ法 431,136 ～ 539,909

上記算定手法による当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率の評価レンジ

は、以下のとおりとなります。

採用した算定手法
株式交換比率の算定結果

当社 戸田ＢＰ

市場株価法 ＤＣＦ法 608.95 ～ 737.58

　 ③ 交付する株式数

　 908,915株
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　(株式交換による戸田道路株式会社の完全子会社化)

当社は、2022年12月27日開催の取締役会において、当社を株式交換完全親会社とし、当社の連結子会社である戸

田道路株式会社（本社：東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番６号、代表取締役：窪田浩一、以下「戸田道路」と

いう。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を実施することを決議し、同日付

で戸田道路との間で株式交換契約（以下「本株式交換契約」という。）を締結しました。

なお、本株式交換は、当社については、会社法第796条第２項の規定に基づく簡易株式交換の手続きにより株主

総会の承認を得ずに、戸田道路については、2023年１月19日に開催の臨時株主総会の決議により本株式交換契約の

承認を得た上で、同年２月28日を効力発生日として実施する予定です。

１ 取引の概要

　(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

　 結合当事企業の名称 戸田道路株式会社

　 事業の内容 道路舗装工事業、道路工事業

　(2) 企業結合日

　 2023年２月28日（本株式交換の効力発生予定日）

(3) 企業結合の法的形式

非支配株主との株式交換による株式取得

(4) 結合後企業の名称

変更ありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

当社グループの一体性を強化させ、当社グループ経営の機動性を更に高めるため、戸田道路を完全子会社と

することにしました。

２ 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、

共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理します。

３ 子会社株式の追加取得に関する事項

　(1) 取得原価及び対価の種類毎の内訳

　 現時点では確定しておりません。

　(2) 株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付する株式数

　 ① 株式の種類別の交換比率

会社名
当社

（株式交換完全親会社）

戸田道路

（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る割当比率

（株式交換比率）
１ 220.61（注１）

（注１）小数点以下第三位を四捨五入しております。

（注２）戸田道路の普通株式１株に対し、上記割当比率にて当社普通株式を割当て交付します。ただし、当社

が保有する戸田道路の普通株式（2023年２月13日提出日現在20,430株）については、本株式交換によ

る株式の割当ては行いません。

なお、当該交付に係る全ての株式について、当社が保有する自己株式（2022年９月30日現在

11,805,873株）を充当する予定であり、当社が新たに株式を発行することは予定しておりません。

（注３）戸田道路は、本株式交換に伴い新株予約権又は新株予約権付社債を発行しておりません。
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　 ② 株式交換比率の算定方法

当社の株式価値については、当社の普通株式が東京証券取引所プライム市場に上場していることから、

市場株価法を採用して算定しました。市場株価法では、2022年11月30日を算定基準日として、当社普通株

式の東京証券取引所プライム市場における算定基準日の終値、算定基準日までの直近１ヶ月間の終値単純

平均値、算定基準日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値及び算定基準日までの直近６ヶ月間の終値単純

平均値を用いて評価を行いました。

なお、それぞれの算定結果は以下のとおりになりました。

算定基準日の終値 732円

直近１ヶ月間の終値単純平均値 708円

直近３ヶ月間の終値単純平均値 730円

直近６ヶ月間の終値単純平均値 716円

これに対して、戸田道路の株式価値については、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、

その公平性・妥当性を確保するため、当社及び戸田道路から独立した第三者算定機関である山田コンサル

ティンググループ株式会社に算定を依頼しました。

山田コンサルティンググループ株式会社は、戸田道路の普通株式については、非上場であり、また、類

似上場会社がないことから市場株価法及び類似上場会社法は採用せず、他方、その株式価値の源泉は将来

の収益獲得能力にあることから、修正簿価純資産法ではなく、将来の事業活動の状況に基づく収益獲得能

力を評価に反映させるためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（以下「ＤＣＦ法」という。）

を用いて株式価値の算定を行いました。

山田コンサルティンググループ株式会社がＤＣＦ法に基づき算定した、戸田道路の１株当たりの株式価

値の算定結果は以下のとおりとなりました。

算定結果（円/株）

ＤＣＦ法 147,625 ～ 170,333

上記算定手法による当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の株式交換比率の評価レンジ

は、以下のとおりとなります。

採用した算定手法
株式交換比率の算定結果

当社 戸田道路

市場株価法 ＤＣＦ法 208.51 ～ 232.70

　 ③ 交付する株式数

　 787,578株
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(四半期連結貸借対照表関係)

１ 偶発債務

保証債務

　下記の会社の金融機関からの借入金に対し、債務保証を行っております。

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

さくらの里メガパワー合同会社 169百万円 158百万円

２ 貸出コミットメント契約

当社においては、運転資金調達の機動性の確保及び調達手段の多様化に対応するため、貸出コミットメント契約を締

結しております。

当第３四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は下記のとおりであります。

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

契約極度額 30,000百万円 30,000百万円

借入実行残高 －百万円 －百万円

差引額 30,000百万円 30,000百万円

※３ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休業日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

受取手形 －百万円 1百万円

電子記録債権 －百万円 22百万円

支払手形 －百万円 5百万円

電子記録債務 －百万円 133百万円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおり

であります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日)
　至 2021年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

減価償却費 3,448百万円 4,595百万円

のれん償却額 71百万円 214百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 6,148 20.00 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金

2021年11月15日
取締役会

普通株式 3,074 10.00 2021年９月30日 2021年12月13日 利益剰余金

(注) １ 2021年６月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯ

Ｐ信託が所有する当社株式に対する配当金16百万円が含まれております。

２ 2021年11月15日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信

託が所有する当社株式に対する配当金７百万円が含まれております。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 4,943 16.00 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金

2022年11月11日
取締役会

普通株式 4,196 13.50 2022年９月30日 2022年12月９日 利益剰余金

(注) １ 2022年６月29日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯ

Ｐ信託が所有する当社株式に対する配当金11百万円が含まれております。

２ 2022年11月11日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信

託が所有する当社株式に対する配当金35百万円が含まれております。

２ 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

１ 報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)2

建築 土木
国内

投資開発

国内
グループ
会社

海外
投資開発

環境・
エネルギー

合計

売上高

　外部顧客への
売上高

211,806 105,704 16,715 20,298 1,694 434 356,652 － 356,652

　セグメント間
の内部売上高
又は振替高

8,746 1,215 604 4,436 － － 15,003 △15,003 －

計 220,553 106,919 17,319 24,735 1,694 434 371,656 △15,003 356,652

セグメント利益
又は損失（△）

6,946 6,991 3,384 235 514 △676 17,396 △776 16,620

(注) １ 「セグメント利益又は損失」の調整額△776百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ 「セグメント利益又は損失」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２ 報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「国内グループ会社」セグメントにおいて、当第３四半期連結会計期間に昭和建設株式会社の株式を取得し、

連結子会社としました。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第３四半期連結累計期間において191百万円で

あります。

Ⅱ当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

１ 報告セグメント毎の売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
(注)1

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)2

建築 土木
国内

投資開発

国内
グループ
会社

海外
投資開発

環境・
エネルギー

合計

売上高

　外部顧客への
売上高

229,713 94,687 13,430 26,647 15,498 1,093 381,072 － 381,072

　セグメント間
の内部売上高
又は振替高

6,634 5,604 614 6,850 － － 19,704 △19,704 －

計 236,348 100,292 14,045 33,497 15,498 1,093 400,776 △19,704 381,072

セグメント利益
又は損失（△）

△3,582 6,893 856 675 1,122 △187 5,777 △1,219 4,558

(注) １ 「セグメント利益又は損失」の調整額△1,219百万円は、セグメント間取引消去であります。

２ 「セグメント利益又は損失」は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２ 報告セグメント毎の固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「環境・エネルギー」セグメントの建設仮勘定について、将来の収支見通しを勘案し、回収可能性を検討した

結果、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては2,784百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

「海外投資開発」セグメントにおいて、第２四半期連結会計期間に持分法適用関連会社であるPT Tatamulia

Nusantara Indahの株式を追加取得し、連結子会社としました。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第３四

半期連結累計期間において1,112百万円であります。
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３ 報告セグメントの変更等に関する事項

(セグメント区分の変更)

第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の、「建築」「土木」「投資開発」「国内グループ会

社」「新領域」の５区分から、「建築」「土木」「国内投資開発」「国内グループ会社」「海外投資開発」「環

境・エネルギー」の６区分に変更しております。この変更は「中期経営計画2024ローリングプラン」における事

業の業績目標の区分及び取締役会の月例報告資料における事業報告の区分に報告セグメントの区分を合わせるた

めに行ったものであります。

なお、前第３四半期連結累計期間の「セグメント情報」については、変更後の区分により作成したものを記載

しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）

　（単位：百万円）

報告セグメント

合計
建築 土木

国内
投資開発

国内
グループ
会社

海外
投資開発

環境・
エネルギー

　一定の期間にわたり
　移転される財又はサービス

202,364 103,383 － 6,627 － － 312,375

　一時点で移転される
　財又はサービス

9,440 2,320 13,559 13,122 55 434 38,932

顧客との契約から生じる収益 211,804 105,704 13,559 19,749 55 434 351,307

その他の収益 1 － 3,156 548 1,638 － 5,345

外部顧客への売上高 211,806 105,704 16,715 20,298 1,694 434 356,652

当第３四半期連結累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年12月31日）

　（単位：百万円）

報告セグメント

合計
建築 土木

国内
投資開発

国内
グループ
会社

海外
投資開発

環境・
エネルギー

　一定の期間にわたり
　移転される財又はサービス

216,759 93,896 － 13,093 13,350 － 337,099

　一時点で移転される
　財又はサービス

12,933 791 10,161 12,909 242 1,080 38,119

顧客との契約から生じる収益 229,692 94,687 10,161 26,003 13,593 1,080 375,218

その他の収益 21 － 3,269 644 1,905 13 5,853

外部顧客への売上高 229,713 94,687 13,430 26,647 15,498 1,093 381,072

なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントを従来の、「建築」「土木」「投資開発」「国内グループ会

社」「新領域」の５区分から、「建築」「土木」「国内投資開発」「国内グループ会社」「海外投資開発」「環境・エ

ネルギー」の６区分に変更しております。この変更により前第３四半期連結累計期間の「顧客との契約から生じる収益

を分解した情報」については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年12月31日)

１株当たり四半期純利益 43円95銭 27円16銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 13,484 8,370

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

13,484 8,370

普通株式の期中平均株式数(千株) 306,815 308,222

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 役員報酬ＢＩＰ信託及び株式付与ＥＳＯＰ信託が所有する当社株式を、１株当たり四半期純利益の算定上、

期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前第３四半期連結累計期間774,145株、

当第３四半期連結累計期間1,490,212株）。

２ 【その他】

第100期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）中間配当について、2022年11月11日開催の取締役会において、

2022年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議しました。

① 配当金の総額 4,196百万円

② １株当たりの金額 13円50銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2022年12月９日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2023年２月13日

戸田建設株式会社

取締役会 御中

青南監査法人

　東京都港区

代表社員
業務執行社員

公認会計士 齋 藤 敏 雄

代表社員
業務執行社員

公認会計士 鈴 木 大 輔

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている戸田建設株式会

社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年10月１日から2022年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー

を行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、戸田建設株式会社及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重

要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

　


